
 

         豊橋市浄化槽設置 整 備事業補助金交付 要 綱  

 

 （目  的）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 生 活 排 水 に よ る 公 共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 を 防 止 し 、 生 活 環 境 の 保

全を図る ため、 豊橋 市（以下 「市」 とい う。）が 交付する 浄化 槽設置整 備事業 （以 下

「補助事 業」と いう。）の補助 金の補 助対 象、補助 金額そ の他 必要な事 項を定 める こ

とを目的とする。  

 （用語の定義）  

第２条  この要綱において 、 次の各号に掲げる 用 語の意義は、それ ぞ れ当該各号に定  

めるところによる 。  

（１）  浄 化 槽  浄 化 槽 法 （昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ４３ 号 ） 第 ４ 条 第 ２ 項の 構 造 基 準 に 適

合 し 、 し 尿 と 雑 排 水を 併 せ て 処 理 す る 浄化 槽 で あ っ て 、 生 物化 学 的 酸 素 要 求

量 （ 以 下 「 Ｂ Ｏ Ｄ 」 と い う 。） の 除 去 率 ９ ０ ％ 以 上 か つ 放 流 水 の Ｂ Ｏ Ｄ ２ ０

㎎ ／ Ｌ （ 日 間 平 均 値 ） 以 下 の 機 能 を 有 す る と と も に 、「 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置

整 備 事 業 に お け る 国 庫 補 助 指 針 」（ 平 成 ４ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 衛 浄 第 ３ ４ 号 厚 生

省 浄 化 槽 対 策 室 長 通知 ） が 適 用 さ れ る 浄化 槽 に あ っ て は 、 同指 針 に 適 合 す る

も の を い う 。 た だ し、 処 理 対 象 人 員 １ ０人 以 下 の も の に つ いて は 、 全 国 浄 化

槽推進市町村協議 会 に登録した浄化槽 に 限る。  

（２）  環境配慮型浄化槽  別表第１に掲げる 性 能要件を満たす浄 化 槽をいう。  

（３）  単 独 処 理 浄 化 槽  浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）施行以前        

の浄 化 槽法 第 ２ 条 第１ 号 に 規 定 す る 浄 化槽 を い う （ し 尿 の みを 処 理 す る も の

に限る。）。  

（ ４ ）  宅 内 配 管 工 事  浄 化 槽 へ の 流 入 管 （ 便 所 、 台 所 、 洗 面 所 、 風 呂 等 か ら の 排

水 ）、 ま す 及 び 住 居 の 敷 地 に 隣 接 す る 側 溝 ま で の 放 流 管 に 関 す る 工 事 を い う 。  

 （補助金の交付 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 単 独 処 理 浄 化 槽 又 は 汲 み 取 り 槽 （ 以 下 「 単 独 処 理 浄 化 槽 等 」 と い

う 。） を 撤 去 す る 場 合に お い て 、 処 理 対 象人 員 ５ ０ 人 以 下 の 環境 配 慮 型 浄 化 槽 を 設置

する者であって、 次 の各号のいずれに も 該当する者に対し て 補助金を交付する 。  

（１）  別表第２に定める 地 域内において実施 す る者。  

（２）  別表第３に掲げる 建 築物において実施 す る者。  

（３）  建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 又 は 第 ６ 条 の ２ 第 １

項に基づく確認を 要 しない者。  

（４）  本市に納付すべき 市 税を滞納していな い 者。  

（５）  申 請 日 時 点 で 豊 橋 市 に 住 民 登 録 が あ る 者 。 た だ し 、 申 請 日 時 点 で 豊 橋 市 内 に

住 民 登 録 が 確 認 で き な い 場 合 に お い て 、 そ の 理 由 が や む を 得 な い も の と し て

市長が認める場合 は 除く。  

２  市 長 は 、 単 独 処 理 浄 化 槽 等 を 撤 去 す る こ と が で き な い 正 当 な 理 由 が あ る と 認 め る

場合は、前項の規 定 にかかわらず、補 助 金を交付すること が できる。  

 （補助金額）  



第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 、 別 表 第 ４ に 掲 げ る 人 槽 区 分 に つ き 、 そ れ ぞ れ 同 表 に 定 め る 限

度 額 と 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 費 を 比 較 し て 少 な い ほ う の 額 と す る 。 た だ し 、 設 置

し よ う と す る 人 槽 が 、「 建 築 物 の 用 途 別 に よ る 屎 尿 浄 化 槽 の 処 理 対 象 人 員 算 定 基 準

（ JIS A ３３ ０２ －２００ ０）」表 によ る算定基 準を上 回る 場合は、 同表に より 算

定した人槽の補助 金 を限度額とする。  

２  環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 に 伴 う 単 独 処 理 浄 化 槽 等 の 撤 去 処 分 費 の 補 助 金 の 額 に つ

い て は 、 別 表 第 ５ に 定 め る 限 度 額 と 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 に 伴 い 単 独 処 理 浄 化 槽

等を撤去する費用 を 比較して少ないほ う の額とする。  

３  環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 に 伴 う 宅 内 配 管 工 事 費 用 の 補 助 金 の 額 に つ い て は 、 別 表

第 ６ に 定 め る 限 度 額 と 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 に 伴 い 宅 内 配 管 工 事 に 要 し た 費 用 を

比較して少ないほ う の額とする。  

 （補助金の交付 申 請）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 を 設 置 す る 前 に 補 助

金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

ない。  

 （１）審査期間 を 経過した浄化槽設 置 届出書の写し  

 （２）排水経路 図  

 （３）設置場所 の 案内図  

 （ ４ ） 工 事 請 負 契 約 書 の 写 し （ た だ し 、 工 事 内 容 及 び 代 金 が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。

また 、 単独 処理 浄 化 槽等 の 撤去 処分 費 及 び宅 内 配管 工事 費 用 の補 助 金の 交付 を

受けようとする場 合 も同様とする。）  

 （５）工場生産 浄 化槽認定シート又 は 設計計算書の写し  

  （ ６ ） 全 国 浄 化 槽 推 進 市 町 村 協 議 会 に 登 録 さ れ た 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 に あ っ て は 浄 化

槽メーカー等の登 録 証の写し及び登録 浄 化槽管理票  

（７）豊橋市税の 納 付状況に係る誓約 書  

  （８）その他市長 が必要と認めるも の  

 （交付の決定及 び 通知）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 補 助 金 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

補助金の交付の可 否 を決定する。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 補 助 金 を 交 付 す る と 決 定 し た 者 に 対 し て は 、 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ ） に よ り 、 交 付 し な い と 決 定 し た 者 に 対 し て は 補 助 金 不

交付決定通知書（ 様 式第３）により、 そ れぞれ通知する。  

 （変更承認申請 等 ）  

第 ７ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と

いう。） は、その 後、 補助金申 請内容 を変 更し、又 は補助 事業 を中止し 、若し くは 廃

止 し よ う と す る と き は 、 速 や か に 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ４ ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ

の承認（様式第４ の ２）を受けなけれ ば ならない。  

２  補 助 対 象 者 は 、 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 補 助 事 業 の 遂 行 が

困 難 と な っ た 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 市 長 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な

らない。  



 （施工の確認）  

第 ８ 条  市 長 は 、 補 助 事 業 を 適 正 に 執 行 す る た め 、 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 工 事 、 単

独 処 理 浄 化 槽 等 の 撤 去 工 事 及 び 宅 内 配 管 工 事 の 状 況 を 必 要 に 応 じ て 現 場 に お い て 確

認する。  

 （実績報告）  

第 ９ 条  補 助 対 象 者 は 、 補 助 事 業 の 完 了 後 速 や か に 、 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ５ ） に 次 に

掲げる書類を添付 し て、市長に提出し な ければならない。  

 （ １ ） 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 及 び 浄 化 槽 清 掃 業 者 と の 業 務 委 託 契 約 書 等 の 写 し （ 補 助

対 象 者 が 当 該 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 保 守 点 検 又 は 清 掃 を 行 う 場 合 に あ っ て は 自

ら行うことができ る ことを証明する書 類 ）  

 （ ２ ） 浄 化 槽 法 定 検 査 契 約 書 （ ７ 条 ・ １ １ 条 ） の 写 し 及 び 浄 化 槽 法 定 検 査 依 頼 書

（７条検査手数料 納 入済）の副本  

 （ ３ ） 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 設 置 に 要 し た 費 用 の 請 求 書 及 び 領 収 書 の 写 し （ 併 せ て 単

独 処 理 浄 化 槽 等 の 撤 去 処 分 工 事 及 び 宅 内 配 管 工 事 を 行 う 場 合 は 、 撤 去 処 分 及

び宅内配管工事に 要 した費用の請求書 及 び領収書の写し）  

 （４）浄化槽設 備 士による工事のチ ェ ックリスト  

 （ ５ ） 施 工 の 写 真 （ 併 せ て 単 独 処 理 浄 化 槽 等 の 撤 去 処 分 工 事 及 び 宅 内 配 管 工 事 を 行

う場合は、その工 事 写真）  

 （６）施工後の 配 置・配管図面  

 （ ７ ） 施 工 後 の 配 置 ・ 配 管 図 面 に 、 宅 内 配 管 工 事 の 工 事 写 真 を 撮 影 し た 位 置 ・ 撮 影

方向を明示したも の （宅内配管工事を 行 う場合）  

（８）既存単独処 理 浄化槽等の最終清 掃 実施記録の写し  

 （９）浄化槽使 用 開始報告書の写し  

 （１０）浄化槽 使 用廃止届出書の写 し （単独処理浄化槽 か らの転換の場合）  

 （１１）その他 市 長が必要と認める も の  

２  前 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 最 終 期 日 は 、 当 該 年 度 の ２ 月 ２ ５ 日 と す る 。 た だ し 、 ２

月 ２ ５ 日 が 豊 橋 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ３ 年 条 例 第 ３ 号 ） で 規 定 す る 市 の 休 日

に当たるときは、 市 の休日の翌日をそ の 最終期日とする。  

 （交付額の確定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 実 績 報 告 書 を 審 査 し 、 当 該 補 助 事 業

が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 補 助

金 の 交 付 額 を 確 定 し 、 補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ ） に よ り 速 や か に 補 助 対

象者に通知する。  

 （補助金の請求 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 額 の 確 定 後 、 市 の 指 定 す る 請 求 書

による補助対象者 の 請求に基づき、補 助 金を交付する。  

 （補助金交付の 取 消し）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 補 助 対 象 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 し た 場 合 に は 、 補 助 金 の 交 付 の

全部又は一部を取 り 消すことができる 。  

 （１）不正の手 段 により補助金を受 け たとき。  



 （２）補助金交 付 の条件に違反した と き。  

 （３）維持管理 を 適正に行わないと き 。  

 （４）その他、 浄 化槽法並びにこれ に 基づく命令及び条 例 に違反したとき。  

 （補助金の返還 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 取 り 消 し た 場 合 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、

既に補助金が交付 さ れているときは、 補 助金の返還を命ず る ことができる。  

 （維持管理）  

第 １ ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た も の は 、 当 該 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 の 機 能 が 正 常 に 稼 動

するよう、適正な 維 持管理をしなけれ ば ならない。  

 （その他）  

第１５条  この要 綱 に定めるもののほ か 必要な事項につい て は、市長が定める 。  

 

  附  則  

この要綱は、昭和 ６ ３年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 元 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ２ 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ３ 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ４ 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ５ 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ６ 年１１月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ７ 年２月２８日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ８ 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ９ 年４月１日から施 行 する。  

  附  則  

この要綱は、平成 １ ０年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 １ １年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 １ ３年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 １ ４年４月１日から 施 行する。  



  附  則  

この要綱は、平成 １ ６年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 １ ８年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 １ ９年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ２ ２年４月１日から 施 行する。  

  附  則  

この要綱は、平成 ２ ３年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、平成 ２ ５年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、平成 ２ ６年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、平成 ２ ８年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、平成 ２ ９年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、平成 ３ ０年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、平成 ３ １年４月１日から 施 行する。  

附  則  

この要綱は、令和 ２ 年４月１日から施 行 する。  

附  則  

この要綱は、令和 ３ 年４月１日から施 行 する。  

附  則  

この要綱は、令和 ４ 年４月１日から施 行 する。  

附  則  

この要綱は、令和 ５ 年４月１日から施 行 する。  

 

 



別表第１  

 

浄化槽の消費電力 が 以下の表１－１の消費電力基準以下であること。    

環境配慮型浄化槽の性能要件  

表１－１ 消費電力基準（通常型、ＢＯＤ１０mg/Ｌ、りん除去型）  （単位 Ｗ） 

人槽〔人〕 消費電力 

（通常型） 

消費電力 

(ＢＯＤ１０mg/Ｌ 以下) 

消費電力 

(りん除去型) 

５ ３９ ５３ ８３ 

７ ５５ ７５ ９０ 

ｎ（１０ 人槽以上） ｎ×７．５ ｎ×１０．２ ｎ×１５．７ 
 

 

別表第２                                  
 

補助対象地域  

豊橋市域 のうち 、下 水道法第 ４条第 １項 又は同法 ２５条 の２ ３第１項 に基

づ き 策 定 さ れ た 事 業 計 画 に 定 め ら れ た 予 定 処 理 区 域 以 外 の 地 域 で あ っ て 、

次に定める区域を 除 く地域とする。  

（ １ ） 豊 橋 市 地 域 下 水 道 条 例 （ 平 成 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 条 例 第 ２ ８ 号 ） で 定

める地域下水道処 理 区域  

（２）その他市長 が 指定する区域  

 



別表第３  

単 独 処 理 浄 化 槽 及 び 汲 み 取 り 槽 か ら 環 境 配 慮 型 浄 化 槽 へ 転 換 を 行 う 建 築 物 で 以

下に該当するもの  

（１）専用住宅  

（２）床面積の１ /２ 以上を居住の用に 供 する併用住宅  

（３）集合住宅  

（４）その他市長 が 認める建築物  

 

別表第４  

補  助  金  額  

環境配慮型浄化槽 の 人槽区分   限  度  額（円 ）  

５人槽  ３３２，０００  

６～７人槽  ４１４，０００  

８～ 50人槽  ５４８，０００  

 

別表第５  

補  助  金  額  

区  分   限  度  額（円 ）  

環境配慮型浄化槽 設 置に伴う  

単独処理浄化槽の 撤 去  
１２０，０００  

環境配慮型浄化槽 設 置に伴う  

汲み取り槽の撤去  
９０，０００  

 

別表第６  

補  助  金  額  

区  分   限  度  額（円 ）  

環境配慮型浄化槽 設 置に伴う  

宅内配管工事  
３００，０００  

 



様式第１ 
補 助 金 交 付 申 請 書 

 
  年  月  日 

豊橋市長  様 
                  申請者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      法人にあって 
                      は代表者氏名              
                      電    話 
 

豊橋市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 
 

記 
 

１．設 置 場 所  

２．設 置 状 況 １．単独処理浄化槽から浄化槽     ２．汲み取り槽から浄化槽 

３．浄 化 槽 の 型 式  名 称          認定番号 

４．浄 化 槽 の 人 槽 人槽 

５．交 付 申 請 金 額         円  

（内訳）  

設置費        円 

撤去費        円 

配管工事費        円 

６．浄 化 槽 の 登 録 １．有 （登録番号         ）  ２．無 

７．住 宅 所 有 者 １．本 人       ２．その他（     ） 

８．建 築 物 の 種 類 
１．専用住宅  □戸建   □共同（    戸） 
２．併用住宅 
３．その他（                 ） 

９．浄化槽設備士の氏名 

免状の交付番号 第        号

10．浄化槽工事業者（特 
例浄化槽工事業者） 
の氏名・登録（届出 
受理）番号 

 
 

愛知県知事(
登

届- )   号

11．着 工 予 定 年 月 日         年    月    日 

12．完 了 予 定 年 月 日         年    月    日 

  添付書類 

（１）審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し 

（２）排水経路図 

（３）設置場所の案内図 

（４）工事請負契約書の写し（工事内容及び代金が記載されたもの

に限る。また、単独処理浄化槽撤去処分費及び宅内配管工事

費の補助金の交付を受けようとする場合も同様とする。） 

（５）工場生産浄化槽認定シート又は設計計算書の写し 

（６）全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽にあっては

浄化槽メーカー等の登録証の写し及び登録浄化槽管理票 

（７）豊橋市税の納付状況に係る誓約書 

（８）その他市長が必要と認めるもの 

 

 



様式第２ 
 
 
 
           補 助 金 交 付 決 定 通 知 書                                       
 
 

豊橋市指令環廃第    号 
 
                  申請者 住    所 
                      氏名又は名称 
                      法人にあって 
                      は代表者氏名            様 
                      電    話 
 
 
 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、 
 

下記のとおり決定したので浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第６条 
 

第２項の規定により通知します。 
 
 
       年  月  日 
 

      豊橋市長                
 
 

 
記 

 
 

交 付 金 額             金        円 

（内訳） 

設置費        円 

撤去費        円 

配管工事費        円 

浄化槽の人槽 人槽 

交付予定時期  

交 付 条 件             

１．補助金申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若

しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承

認を受けること。 

 
２．補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事

業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告
してその指示を受けること。 

 
３．豊橋市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を遵守する

こと。 

 



 
  様式第３ 
 
 

補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書                                       
 
 

豊橋市指令環廃第    号    
 

  年  月  日    
 
 
 

様 
 
 
 

豊 橋 市 長                           
 
 
 
        年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、下記の 
 
   理由により不交付と決定したので､豊橋市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第６条  

第２項の規定により通知します。 
 
 

記 
 
    （理 由） 



 
  様式第４ 
 
 

変 更 承 認 申 請 書                                     
 
 

  年  月  日   
 
 
     豊橋市長  様 
 
 

補助対象者 住 所             
氏名又は名称 
法人にあって 
は代表者氏名            

 
次のとおり申請内容を変更したいので、豊橋市浄化槽設置整備事業補助金 

交付要綱第７条第１項の規定により申請します。 
 
 

指令年月日 年  月  日 指 令 番 号 豊橋指令環廃第    号 

補助金交付申請
内容の変更 

変更前 
 
 

変更後 
 
 

変更又は中止 
（廃止）の理由 

 

変更又は中止（廃止）の年月日        年   月   日 

添付書類 

  

 



 
  様式第４の２ 
 
 
 

変 更 承 認 通 知 書                                           
 
 

豊橋市指令環廃第    号 
 
 

補助対象者 住 所             
氏名又は名称 
法人にあって 
は代表者氏名          様 

 
 
      年  月  日付け豊橋市指令環廃第   号により交付決定した補助金の 
 
  申請内容について次のとおり変更［補助事業の中止（廃止）］を承認したので、豊橋市 
 

浄化槽補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 
 

年   月   日 
 
 

豊橋市長                 
 
 
 

変 更 内 容 

変更前 

変更後 

変更前の交付金額           円 

（内訳） 
設置費      円 
撤去費      円 
配管工事費      円 

変更後の交付金額           円 

（内訳） 
設置費      円 
撤去費      円 
配管工事費      円 

変 更 増 減 額 円   

交 付 の 条 件 

１．補助金申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若し

くは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を

受けること。 

 
２．補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業

の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して
その指示を受けること。 

 
３．豊橋市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を遵守するこ

と。 

 



                               
  様式第５ 
 
 

実 績 報 告 書 
 
 

                             年  月  日 
 
 
     豊橋市長  様 
 
 

補助対象者 住    56所 
氏名又は名称 
法人にあって 
は代表者氏名          

 
 

  年  月  日付け豊橋市指令環廃第   号により補助金の交付決定 
の通知を受けた浄化槽の設置整備事業が完了したので、豊橋市浄化槽設置整備     
事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により下記のとおり報告します。 

 
 
                    記 
 
 

１．補助金交付決定額 

 金        円 

（内訳） 

設置費        円 

撤去費        円 

配管工事費        円 

２．完 了 年 月 日                           年   月   日 

 添付書類 
 （１）浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務 

委託契約書の写し 
 （２）浄化槽法定検査契約書（７条・１１条）の写し及び

浄化槽法定検査依頼書（７条検査手数料納入済）の
副本 

 （３）浄化槽の設置に要した費用の請求書及び領収書の写
し（併せて単独処理浄化槽の撤去処分工事及び宅内
配管工事を行う場合は、撤去に要した費用の請求書
及び領収書の写し） 

 （４）浄化槽設備士による工事のチェックリスト 
 （５）施工の写真（併せて単独処理浄化槽等の撤去処分工

事及び宅内配管工事を行う場合は、その工事写真） 
 （６）施工後の配置・配管図面 
 （７）施工後の配置・配管図面に、宅内配管工事の工事写

真を撮影した位置・撮影方向を明示したもの（宅内
配管工事を行う場合） 

 （８）既存単独処理浄化槽等の最終清掃実施記録の写し 
 （９）浄化槽使用開始報告書の写し 
 （１０）浄化槽使用廃止届出書の写し（単独処理浄化槽か

らの転換の場合） 
 （１１）その他市長が必要と認めるもの 
 

 

 



  様式第６ 
 
 
 

補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 書 
 
 
 

                            豊橋市指令環廃第     号 
 

                                年  月  日 
 
 
                  様 
 
 
 
 

豊橋市長 
 
 
 
         年  月  日付けで実績報告のあった豊橋市浄化槽設置整備事業 
 
    補助金については、下記のとおりその額を確定したので豊橋市浄化槽設置整備 
 
    事業補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。 
 
 
 

記 

 

指令年月日 年  月  日 指令番号 豊橋市指令環廃第    号 

交付決定額 円 

（内訳） 

設置費         円 

撤去費         円 

配管工事費         円 

交付確定額 円  

 
 


